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【手続補正書】
【提出日】平成21年10月21日(2009.10.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互い違いの、赤外線及び／又は太陽光線で反射的性質を有するｎ個の機能層（４０）と
、（ｎ＋１）個の誘電体膜（２０、６０）（ここでｎ≧１）とを含む薄膜多層コーティン
グが取り付けられた基板（１０）であって、該誘電体膜は、誘電体材料でできた少なくと
も１つを有する１つの層もしくは複数の層（２２、２４、６２、６４）からなり、従って
各機能層（４０）は、少なくとも２つの誘電体膜（２０、６０）の間に置かれている、基
板（１０）において、
　少なくとも１つの機能層（４０）は、
　一方では、該機能層と直接接触した境界層（３２、５２）（この境界層は金属ではない
材料でできている）からなり、かつ
　他方では、該境界層（３２、５２）と直接接触している、金属材料でできた少なくとも
１つの金属層（３４、５４）からなるブロッカー膜（３０、５０）を含むことを特徴とす
る基板（１０）。
【請求項２】
　多層コーティングは、３つの膜（２０、６０、１００）と互い違いの２つの機能層（４
０、８０）を含むことを特徴とする、請求項１に記載の基板（１０）。
【請求項３】
　境界層（３２、５２）は酸化物及び／又は窒化物をベースにすることを特徴とする、請
求項１又は２に記載の基板（１０）。
【請求項４】
　金属層（３４、５４）は、次の金属：Ｔｉ、Ｖ、Ｍｎ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｚｒ、Ｈｆ
、Ａｌ、Ｎｂ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｔａの少なくとも１つ、又はこれらの物質の少なくと
も１つを主成分とする合金の少なくとも１つから選択される材料からなることを特徴とす
る、請求項１～３のいずれか１項に記載の基板（１０）。
【請求項５】
　金属層（３４、５４）は、チタンを主成分とすることを特徴とする、請求項４に記載の
基板（１０）。
【請求項６】
　境界層（３２、５２）は、次の金属：Ｔｉ、Ｖ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｚｒ
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、Ｈｆ、Ａｌ、Ｎｂ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｔａ、Ｗの少なくとも１つ、又はこれらの物質
の少なくとも１つを主成分とする合金の酸化物から選択される金属の、酸化物、窒化物、
又は酸窒化物であることを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記載の基板（１０
）。
【請求項７】
　境界層（３２、５２）は、金属層（３４、５４）中に存在する１個もしくはそれ以上の
金属の酸化物、窒化物、又は酸窒化物であることを特徴とする、請求項６に記載の基板（
１０）。
【請求項８】
　境界層（３２、５２）は部分的に酸化されていることを特徴とする、請求項１～７のい
ずれか１項に記載の基板（１０）。
【請求項９】
　境界層（３２、５２）は、ＴｉＯｘ（ここで、１．５≦ｘ≦１．９９）から作製される
ことを特徴とする、請求項１～８のいずれか１項に記載の基板（１０）。
【請求項１０】
　境界層（３２、５２）は、５ｎｍ未満の幾何学的厚さを有することを特徴とする、請求
項１～９のいずれか１項に記載の基板（１０）。
【請求項１１】
　金属層（３４、５４）は、５ｎｍ未満の幾何学的厚さを有することを特徴とする、請求
項１～１０のいずれか１項に記載の基板（１０）。
【請求項１２】
　ブロッカー膜（３０、５０）は、１０ｎｍ未満の幾何学的厚さを有することを特徴とす
る、請求項１～１１のいずれか１項に記載の基板（１０）。
【請求項１３】
　少なくとも１つの他の基板と組合せた、請求項１～１２のいずれか１項に記載の少なく
とも１つの基板（１０）を組み込んだガラス。
【請求項１４】
　モノリシックガラス又は２重ガラス型もしくは積層ガラス型の多重ガラスとして取り付
けられたガラスであって、多層コーティングを支持した少なくとも１つの基板は湾曲ガラ
ス又は強化ガラスで作製されることを特徴とする、請求項１３に記載のガラス。
【請求項１５】
　薄膜多層コーティングを、スパッタリングの真空法により基板（１０）の上に沈積させ
ること、及びブロッカー膜（３０、５０）の各層を、少なくとも隣接層を沈着するのに使
用されるターゲットとは異なる組成を有するターゲットからスパッタリングにより沈着さ
せることを特徴とする、請求項１～１２のいずれか１項に記載の基板（１０）の製造方法
。
【請求項１６】
　境界層（３２、５２）を、非酸化雰囲気中でセラミックターゲットを使用して沈着させ
ることを特徴とする、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　ブロッカー膜の層（３０、５０）を沈着させるのに使用されるターゲットは、同じ化学
元素をベースにしていることを特徴とする、請求項１５又は１６に記載の方法。
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